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D-543 心臓超音波検査（川崎病） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、川崎病（MCLS）に対する心臓超音波検査の算定は、危険

期は週 2 回まで、冠動脈拡張を認める場合は発症から 2 か月までの間にお

いて週 3 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心臓超音波検査は川崎病の病態把握の為に必要な検査であり、小児にお

いては頻回に検査を行う必要があるが、その頻度は危険期は週２回まで、

冠動脈拡張を認める場合は発症から 2 か月までの間において週 3 回まで

認められると整理した。 

 


